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今後の活動について 

～「まん延防止等特別措置」の適用を受けて～ 

 

平素は，当連盟の事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

先日，オミクロン株等による新型コロナ感染者の急増を受け，京都府に対して「まん

延防止等特別措置」が適用されることとなりました。 

現時点で，十分に活動の場が保障されていないチームも多くありますが，あらためて

以下の点について確認いただき，「まん延防止等特別措置」の適用中においては，可能

な（無理のない）範囲で，活動していただきますようお願いします。 

 

〇日常の活動は，十分な感染防止対策を講じると同時に、保護者の同意を 

必ず得てから実施すること 

〇各自治体や体育施設等からの指示に従って実施すること 

〇他府県や他チームとの交流は禁止 

〇公式大会（連盟主催大会・スポ少主催大会）については参加可能 

 

第３７回京都府小学生バレーボール新人大会については，目下開催に向けての準備を

進めているところです。代表者会は，参集ではなく連盟役員による代理抽選とします。

参加費は，大会当日に徴収します。大会の開催可否については，今後の状況を見極めつ

つ判断してまいります。決定した事項がありましたら，MRSメールやホームページ上で

通知いたします。 

 


